
暴力団等排除に関する特約条項（委託その他の契約及び請書） 

 

（総則） 

第１条  東京都板橋区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２４年２月６日２３板総

契第２１４号 以下「要綱」という。）に基づき、板橋区の発注する工事等の契約か

ら暴力団等の介入を排除する措置を推進するため、甲及び乙はこの特約条項を締結

する。 

（用語の定義） 

第２条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところと

する。 

（１）  甲 発注者である東京都板橋区をいう。 

（２）  乙 東京都板橋区との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、そ

の構成員すべてを含む。 

（３）   暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

（４）  暴力団員等 暴対法第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者をいう。 

（５）  役員等 代表役員（入札参加資格者である個人又は法人の代表権を有する者（代

表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。））、一般役員等（入札参加

資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は営業所を代表する者又は営業所

を代表する者（常時、区との契約を締結する権限を有する事務所の所長をいう。）

で代表役員以外の者）及び役員として登記又は届出はされていないが事実上経営

に参画しているものをいう。 

（６）  使用人 乙に雇用される者で、前号に該当する者以外の者をいう。 

（７）  下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、

工事等に使用する資材、原材料の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三

者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材、原材料

の購入その他の契約の相手方及び業務委託を第三者に委任し、又は請け負わせる

場合（再委託）の受託者をいう。 

（乙が暴力団等であった場合の甲の解除権） 

第３条  甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。この場合において、何ら催告を要しないものとする。 

 （１）  乙又は乙の役員等が、暴力団員等である場合又は暴力団員等が乙の経営に事実

上参加していると認められるとき。 

（２）  乙又は乙の役員等若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益

を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利

用したと認められるとき。 

（３） 乙が暴力団員等を雇用していると認められるとき。 

（４） 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず暴

力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を与えたと認



められるとき。 

（５） 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難さ

れる関係を有していると認められるとき。 

（６） 乙が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約にあたり、乙の契

約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、第１号から前号までのいずれか

の規定に該当するものであると知りながら、当該契約を締結したと認められる

とき。 

（７） 乙が要綱第４条の規定に基づく勧告措置を受けた日から１年以内に再度勧告措

置を受けたとき。 

（８） 乙が、乙の下請人等が第１号から第５号までのいずれかの規定に該当する場合

において、要綱第９条第２項の規定に基づき、甲が乙に対して下請負人等との

契約の解除を求めたにもかかわらず、正当な理由なくこれを拒否したと認めら

れるとき。 

（９） 乙が、乙又は乙の下請負人等が当該契約の履行に当たって不当介入等を受けた

場合において、正当な理由なく甲への報告又は警察への届出を怠ったと認めら

れるとき。 

２   前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は契約金額の１０分の

１相当額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、

契約保証金が甲に支払われたときはその額を違約金に充当し、検査に合格した履

行部分があるときはこれに相応する契約金額相当額を契約金額から控除する。 

３   第１項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散していると

きは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の請求をするこ

とができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、

連帯して支払わなければならない。 

（不当介入等に関する措置） 

第４条 乙は、この契約の履行にあたって、暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請

参入等の不当要求（以下「不当介入等」という。）を受けたときは、速やかに甲に報

告するとともに、警察署に届出なければならない。 

 ２  乙は、乙が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人等が暴力団員等か

ら不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう

指導するものとする。 

 ３  甲は、乙又は乙の下請負人等が前２項の規定に基づき適切な報告、届出又は指導

を行ったと認められる場合に限り、工程の調整、履行期限の延長等必要な措置を講

じるものとする。 

 

 

 

 

 


